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熊本県介護サービス情報の公表に係る事務の実施基準 

 

 （趣旨） 

第１条 この基準は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）、 

 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「施行令」という。）及び 

 介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施行規則」という。） 

 に定めがあるものの実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 （介護サービス情報の報告に関する計画等） 

第２条 施行令第３７条の２第１項の規定による知事が毎年定める報告に関する計 

 画を策定し、公表するものとする。 

２ 計画の内容は、次の各号のとおりとする。 

（１） 計画の基準日 次号において定める計画の期間の最初の日 

（２） 計画の期間 毎年４月１日から翌年３月３１日まで 

（３） 施行規則第１４０条の４３第１項に規定する介護サービス事業者（法第１ 

  １５条の３５第１項に規定する介護サービス事業者をいう。以下同じ。）ご 

  との報告の提出先 熊本県健康福祉部長寿社会局高齢者支援課 

（４） 前号の報告の方法 紙面又は電磁的方法 

（５） 対象となる介護サービス事業者等の欄に掲載する事項 介護保険事業所番 

  号、事業者等の名称、報告提出期限及び公表を行う月 

（６） 介護サービス事業者ごとの報告の受理の開始時期 報告提出期限の２週間 

  前 

（７）その他調査事務及び情報公表事務の実施において必要な事項 

 

 （介護サービス情報の報告及び受理） 

第３条 県は、介護サービス事業者から報告される介護サービス情報（法第１１５ 

 条の３５第１項に規定する介護サービス情報をいう。以下同じ。）について、未 

 記入事項等がないこと等を確認し受理する。 

２ 前項の介護サービス情報の報告は、「介護サービス情報の公表」制度の施行に 

 ついて（平成１８年３月３１日付け老振発第０３３１００７号厚生労働省老健局 

 振興課長通知）の別添１、別添２及び別添３により行うものとする。 

３ 法第７０条第１項の規定により法第４１条第１項本文の指定があったものとみ 

 なされた介護サービス事業者であって計画の基準日以降において新たに介護サー 

 ビスを提供しようとする介護サービス事業者は、介護サービスの提供を開始した 

 翌月末日までに法第１１５条の３５第１項の報告（以下この条において「報告」 

 という。）を行うこととする。 
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４ 第２項の規定にかかわらず、計画の基準日以降に法第４１条第１項、法第４２ 

 条の２第１項、法第４６条第１項、法第４８条第１項第１号、法第４８条第１項 

 第３号、法第５３条第１項、法第５４条の２第１項若しくは法第５８条第１項の 

 規定による指定又は法第９４条第１項の規定による許可（以下「指定等」という。） 

 を受けた介護サービス事業者（介護保険法施行規則第１４０条の２９に規定する 

 サービスを提供しない場合を除く）は、指定等を受けた日現在の内容について報 

 告を行うこととする。 

 

 （調査の実施等） 

第４条 県は、調査指針に基づき調査を行うものとし、自ら希望して調査を申し出 

 た事業者の調査に対しては、当該事業者と調査日時を協議し、調査日及び調査を 

 行う者の氏名等を通知する。 

２ 調査の時点は、介護サービス事業者が法第１１５条の３５第１項の規定に基づ 

 き県に報告する介護サービス情報を作成した日（記入日）とする。また、過去の 

 実績等の調査対象期間は、介護サービス情報の作成日（記入日）の前１年間とす 

 る。 

３ 調査の終了時においては、調査結果について事実誤認がないこと及び調査結果 

 が公表されることについて別記第２号様式により介護サービス事業者の同意を得 

 る。 

 

 （公表情報の訂正） 

第５条 介護サービス事業者は、公表した介護サービス情報について訂正が必要な 

 ときは、速やかに県に報告する。ただし、介護サービス事業者が介護保険法施行 

 規則第１３１条、同規則第１３１条の１３、同規則第１３３条、同規則第１３５ 

条、同規則第１３７条、同規則第１４０条、同規則第１４０条の２２及び同規則 

第１４０条の３０の規定による変更の届出等を行った次の事項については、県へ 

の変更の届出をもって公表情報の訂正を報告したものとみなす。 

（１） 法人等に関する情報（名称、所在地、電話番号及びＦＡＸ番号） 

（２） 代表者に関する情報（職名及び氏名） 

（３） 事業所に関する情報（名称、所在地、電話番号及びＦＡＸ番号） 

２ 県は、施行規則別表第１の事項及びその他の事項について、確認を行った後に 

 公表する。 

 

 （手数料） 

第６条 介護サービス情報の公表の調査事務及び公表事務に関する手数料は、熊本 

 県手数料条例で定めるところによる。 
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２ 自ら希望して調査を申し出た事業者は、調査指針に基づき調査申請書を提出す 

 る際に、調査事務手数料を県に納付する。 

 

 （相談、苦情等対応窓口の公表） 

第７条 県は、利用者及び介護サービス事業者等からの相談、苦情等に対応する窓 

 口及び担当者を定め公表する。 

 

 （公表情報に対する相談、苦情等の受付及び再調査） 

第８条 県は、公表された介護サービス情報についての相談、苦情等を受け付け、 

 施行規則別表第１及び別表第２に係る情報について確認が必要な場合は、当該介 

 護サービス情報の報告を行った介護サービス事業者に照会を行う。 

２ 前項により照会又は調査を行った結果、介護サービス事業者から適切な説明が 

 得られた場合は、相談、苦情等を申し出た者に説明し、介護サービス事業者から 

 適切な説明が得られなかった場合は、知事は、法第１１５条の３５第４項の規定 

 に基づく報告の内容の是正命令等の対応について検討する。 

 

 （相談、苦情等対応経過の記録等） 

第９条 県は、第７条に規定する窓口に相談、苦情等があった場合、その内容及び 

 対応経過を記録する。 

 

 （普及啓発及び利活用の推進） 

第１０条 県は、本制度の普及啓発及び利活用の推進に努めるものとする。 

 

   附 則 

 この基準は、平成１８年６月２９日から施行する。 

   附 則 

 この基準は、平成１８年７月２８日から施行する。 

   附 則 

 この基準は、平成１９年６月４日から施行する。ただし、第６条の２については、 

平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この基準は、平成２０年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この基準は、平成２１年５月２１日から施行する。 

   附 則 

 この基準は、平成２２年４月１日から施行する。 
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   附 則 

 この基準は、平成２４年４月１日から施行する。 
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（別記第２号様式） 

 

（事業所等同意確認欄） 

 

年   月   日 

 

調査結果に事実誤認が無いこと及び本調査結果を公表することについて同意いたします 

 

事業所等の名称  

㊞ 
本調査に係る代表職

名及び氏名 
 

 


